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総務部人事グループ

女性活躍推進法・次世代育成支援
対策推進法に基づく行動計画



１．計画期間 ２０２２年６月１日～ ２０２４年３月３１日まで

２．内容

目標１：新卒採用者の女性比率40%を目指す

＜目的＞女性社員比率を高め、より女性が働きやすい職場環境とするため
＜対策＞
女性の応募者数を維持する

⚫ （継続）採用HPで女性社員比率(新卒）を公表
⚫ （継続）新卒採用活動の一環として、女性社員との座談会を実施

目標２：年次有給休暇の取得率80%を維持

＜目的＞仕事と育児等の両立を支援するため
＜対策＞
⚫ （４月導入済）各部門内での年次有給休暇計画の作成を義務化し、取得状況の定期的な

確認を行う

女性活躍推進法に基づく一般事業主⾏動計画



１．計画期間 ２０２２年６月１日～ ２０２５年３月３１日まで

２．内容

目標１：不妊治療休暇制度を導入する

＜目的＞不妊治療を行う社員に対して、仕事との両立に関する支援を行うため
＜対策＞
⚫ ２０２２年６月～ 制度導入予定（年５日）

目標２：年次有給休暇の取得率80%を維持

＜目的＞仕事と育児等の両立を支援するため
＜対策＞
⚫ （４月導入済）各部門内での年次有給休暇計画の作成を義務化し、取得状況の定期的な

確認を行う

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主⾏動計画


